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Ⅰ 問題の所在

２００４年の民法改正により保証制度が見直され、貸金等根保証契約に関
する規定が設けられた（民法４６５条の２以下）（１）。これは、当時、早急な措
置が求められていた、融資に関する根保証を対象とするものである。そ
れ以外の根保証については、保証人保護に消極的な判断が示されたわけ
ではなく、残された検討課題として認識されていた（２）。その後、民法
（債権法）全体の改正論議が活発になり、２００９年には複数の立法提案が公
表されたが、いずれも根保証に関する規定の適用範囲の拡大を提案する
ものであった（３）。２００９年１１月には、法制審議会民法（債権関係）部会（以下
「法制審部会」という）での審議が始まった。同部会が２０１１年４月に取り
まとめた「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」では、根
保証に関する規定の適用範囲の拡大が論点の１つとされ（第１２．７⑴）、
２０１３年２月にとりまとめた「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」
（以下「中間試案」という）では、より具体的な案が提示されている（第
１７．５）（４）。これらにおいて新たな適用対象の候補とされる重要な類型と

論 説

⑴ 吉田徹＝筒井健夫『改正民法の解説』（２００５）、野村豊弘ほか「座談会 保
証制度の改正」ジュリ１２８３号（２００５）５２頁。他に、保証契約に書面性を要求
したことも改正点である（民法４４６条２項・３項）。
⑵ 吉田＝筒井・前掲注⑴２２頁以下。衆参両法務委員会の附帯決議でも検討
課題とされたことにつき、同７頁以下。
⑶ 民法（債権法）改正検討委員会編『詳解 債権法改正の基本方針Ⅲ』（２００９）
４６３頁以下、民法改正研究会編『民法改正 国民・法曹・学界有志案（法律
時報増刊）』（２００９）１８７頁以下。
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して、継続的売買取引の代金債務の保証などとともに、不動産賃借人の
債務の保証（以下「賃借人債務保証」という）がある（５）。
賃借人債務保証は、根保証の一種ではあるが、主たる債務の中心とな

る賃料債務の額は確定しており、保証人の予期しない巨額の保証責任が
発生することはないので、保証人保護の要請はそれほど強くない、とい
うのが従来の通説的見解であった。しかし、賃料不払が続くのに賃貸人
が積極的な対応をとらない場合や、賃借人が賃借不動産に重大な損傷を
もたらした場合など、保証人の予想を超える責任が追及されることもあ
り、保証人保護を主張する見解も有力である。実際、転借人が賃借土地
に産業廃棄物を不法投棄した事案や、賃借人が賃借居室内で自殺した事
案において、賃借人の保証人に多額の請求がされた近年の例がある（６）。
他方、とりわけ居住用建物の賃貸人の側では、賃料不払のほか、賃借人
の行方不明など不測の事態に備えて、保証人を得ておきたいという要請
が強い。法制審部会に寄せられた意見でも、賃貸人にとっての保証人の
必要性を強調するものと、保証人保護の必要性を強調するものがあり（７）、

⑷ 中間論点整理については、商事法務編①『民法（債権関係）の改正に関す
る中間的な論点整理の補足説明』（２０１１）１０６頁以下、中間試案については、
同編②『民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明』（２０１３）２２１頁
以下（いずれも法務省HPで閲覧可能）。
⑸ 平野裕之「『保証制度の見直し』の概要」市民と法３１号（２００５）２頁・６頁、
同『保証人保護の判例総合解説〔第２版〕』（２００５年。以下「平野解説」とい
う）３２０頁は、２００４年改正の際、賃借人債務保証は、継続的売買取引の代金
債務の保証とは異なり、貸金等根保証と同程度の保護を与える必要はない
と考えられたという。しかし、吉田＝筒井・前掲注⑴７頁以下・２３頁は、
両者を特に区別してはおらず、いずれも立法による取引への影響の把握の
ための時間を要するという理由で先送りにされたようである。山本敬三「保
証契約の適正化と契約規制の法理」新井誠＝山本敬三編『ドイツ法の継受
と現代日本法』（２００９）３９７頁・４２５頁も参照。
⑹ 無断転借人が賃借地に産業廃棄物を不法投棄したため賃借人の保証人に
５０００万円の請求がされた例（後掲最判平成１７年３月１０日）、賃借人が賃借居
室内で自殺したためその保証人に６７６万円余の請求がされた例（後掲東京地
判平成１９年８月１０日）がある。

不動産賃借人の保証人の責任

６６５（２）



双方とも切実な事情を述べる。中間試案でも、種々の意見状況を踏ま
え、一部については具体的な改正案を示しつつ、なお「引き続き検討す
る」ところを残している。また、現在では、高齢化・少子化・単身世帯
の増加などを背景に、アパートやマンションを借りようとする者が家族
内で保証人を見つけることが困難な例も増えており（８）、家賃保証業務（９）

や保証人紹介ビジネス（１０）が発達し、それらに関わる問題も生じている。
本稿は、このような賃借人債務保証のあり方を考察するものである。

Ⅱ 従来の議論の概観

１ ２系統の学説
⑴ 戦前の状況
学説は、何らかの形で賃借人債務保証における保証人の保護を考える

⑺ 前者は、法制審部会第２８回会議（２０１１年６月２１日）で陳述された社団法人
全国宅地建物取引業協会連合会の意見、後者は、同会議に提出された日本
司法書士会連合会「司法書士からみた民法（債権関係）改正に関する意見書」
３１頁である。パブリック・コメントの手続において寄せられた意見にも、
それぞれの観点からのものがある（法制審部会の部会資料３３―２、第１２．７⑴）。
⑻ 松尾弘「家賃保証業務の適正な実施の確保に向けて」月刊国民生活３０号
（２０１０）１９頁。このほか、留学生の家賃の保証について、能登真規子「留学
生の住居賃貸借の保証と大学の責任」彦根論叢３６０号（２００６）１０５頁を参照。
⑼ 賃貸人側では、賃料債務の確保だけでなく、不払の際の簡易迅速な明渡
しの実現に対する要望が強く、その需要に応じる業者の行為が問題となる
ことがある。そこで家賃保証業務の適正化及び家賃等の取立行為の規制等
に関する法案が２０１０年に国会に提出されたが、未成立である。内藤亜美「賃
借人の居住の安定確保に向けて」立法と調査３０３号（２０１０）７０頁、酒井恵介「保
証人ビジネスをめぐる被害実態と『保証人』のあり方」月刊国民生活３０号
（２０１０）１３頁、松尾・前掲注⑻１９頁。
⑽ 国民生活センターは２０１０年５月２６日に「保証人紹介ビジネスのトラブル
にご注意！」と題する資料を発表した（同センターHP）。酒井・前掲注⑼１５
頁、岡田ヒロミ「相談事例からみる『保証人』商法の問題点と消費者への
アドバイス」月刊国民生活３０号（２０１０）２４頁、鈴木俊志「保証人紹介業被害
について」消費者法ニュース９０号（２０１２）９１頁。
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ことでは共通するが、保護の程度については、貸金等の根保証より限定
的でよいという見解と、逆に、むしろ身元保証に近い保護を与えるべき
場合もあるという見解が対立する。いずれも第２次大戦後、まとまった
形で論じられているが、戦前からそれぞれの萌芽的表明がある。そこで、
戦前の状況をごく概括的に紹介した後、この２つの見解を紹介する。
賃借人債務保証については、学説の議論より現実の紛争が先行する中

で判例法理が形成された。この問題の基本的論点に関わる大審院の判断
は、１９１０年代から現われ始め、１９３０年代には出そろっている。あらかじ
め大審院の結論のみを示すと次の通りである。①賃貸借契約が更新され
た場合、更新後の賃借人の債務には保証は当然には及ばない。②賃貸借
契約が解除された場合、その後、目的物が返還されるまでの間の損害金
も保証債務の範囲に含まれる。③保証人は、相当期間が経過した後も保
証契約を一方的に終了させることはできないが、特別の事情がある場合
には解除することができる。④保証人・賃借人のいずれが死亡しても、
保証は存続する。
学説（後掲の判例批評）は、この結論に賛成するものが多い。その前提

として、賃料債務にはその額が定まっているという限定性があること、
しかし、賃料不払を放置すると多額になるので保証人の責任を制限する
必要のある場合もあることは、共通認識となっている。保証人保護を強
調する立場からは、賃借人の保証人は、長期の賃料不払の場合のほか、
賃借人が賃借物件を滅失させた場合などに、巨額の負担を負うこともあ
るので、③④は他の「将来債務の保証」に比し賃借人の保証人を不当に
冷遇するものだという批判がある。
体系書等では、１９２０年代から４０年代にかけて、根保証に関する記述が

次第に充実していくが、賃借人債務保証について独立した項を設けて取
り上げるには至っていない（１１）。
以上が戦前の判例・学説の概況である。

⑵ 西村論文
根保証ないし継続的保証について画期的な展開をもたらしたのは、戦

後、１９５２年に刊行された西村信雄博士の論文（１２）である。「継続的債権関
係たる特質を具えているところの一群の保証契約」を「継続的保証」と
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呼び（はしがき１頁・５６頁）、その概念を検討した後、そこでは保証人の
責任の広汎性ゆえ、「責任軽減へと志向する法則が指導原理として妥当
する」という（８３頁）。さらに敷衍して、継続的保証責任の「永続性とそ
の限界」及び「広汎性とその限界」を分析し、継続的保証における「債
権者の注意義務」を提示する（２１２頁）。
この論文は、継続的保証のうち、「賃借人を被保証人とする広義の保

証」を「賃借保証」と呼び（１３４頁）、本格的検討を加える。広義の保証
には、民法４４６条のような付従性のある「付従的保証」のほか、保証人
が独立の債務を負担する「独立的保証」がある（１頁）。「賃借保証」で
も両者がある。独立的賃借保証は、沿革的には、江戸時代の「地請（借
地保証）」「店請（借家保証）」の遺制たる性格をもち、身元保証（１３）に類似
する（１６６頁）。店請人は、借家人の延滞家賃の弁償をするだけでなく、
「借家人の身元・素性の確実なることを保証し、且、家主の請求に応じ
て家屋の明渡を為さしめ借家人の身柄を引取るべきこと、借家人を監督
すべきこと、その他借家人に関して如何様の『六ケ敷出入』が出来する
とも一切これを引受けて家主に迷惑を及ぼさないことを保証」する。地
請人の責任もほぼ同様である。しかし、今日の「賃借保証」は、一般に
用いられている契約文言から考えても、原則として付従的保証の性質を
有すると推断できるという（１６９頁～１７０頁）。

⑾ 鳩山秀夫『増訂改版日本債権法（総論）』（１９２５）２９８頁は、「将来の債務の保
証」も有効であり、根抵当と同じ性質の問題だというにとどまる。末弘厳
太郎『債権総論』（１９３８）１０２頁以下は、「根抵当としての保証契約」について
説明し、大審院判例を紹介するが、賃借人の債務の保証には特に言及しな
い。我妻栄『債権総論』（１９４０）３２８頁・３３２頁以下は、「根抵当に対応する保
証（根保証）」に触れた後、「継続的な契約関係から生ずる不確定なる債務の
保証」に関する大審院判例を紹介する中で、賃借人が滞納賃料の督促をし
ない場合に保証人に告知権を与えることについて、主債務の意外な拡大と
いう要件を欠くので慎重にすべきだという。この記述は同書の改版後も変
わらない（１９４８年第７刷で改版があった。使用版は１９５６年２７刷２２２頁・２２４頁
以下）。
⑿ 西村信雄『継続的保証の研究』（１９５２。以下「西村論文」という）。
⒀ 西村信雄『身元保証の研究〔再版〕』（１９６６。初版は１９６５）。
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「賃借保証」の「永続性」については、期間の定めと責任限度額の制
限がない場合は、保証契約締結後に相当の期間が経過した後には、判例
とは異なり、保証人の「任意解約権」を認めるべきこと（８８頁）、保証契
約締結後に特別の事情又は著しい事情の変化があった場合には、判例の
ような制限を設けることなく、保証人の「特別解約権」を認めるべきこ
と（１１１頁）を述べ、相続の場合の帰趨についても大審院判例を批判する
（１２８頁・１５１頁以下）。また、賃貸借の期間が満了すると原則として保証
契約期間も満了し、前者が更新されても保証人の同意がない限り保証人
が引き続き責任を負うことはないという（１４８頁）。
「賃借保証」の「広汎性」については、付従的賃借保証では、賃借人
の負担する債務とは独立した義務は含まれないこと、賃借人の負担する
債務でも当該賃貸借関係に基づくものでないものについては、特約がな
い限り責任を負わないことを指摘した後、賃貸借契約上の債務を分析
し、個別的に検討する（１６９頁～１８２頁）。
このように、西村博士は「継続的保証」という概念を提唱し、その一

種である「賃借保証」について保証人保護を重視する見解を展開した。
⑶ 我妻説
西村博士の見解に対し慎重な態度を示したのが我妻栄博士の１９６４年の

体系書（１４）である。同書は、戦前の旧版（前掲注⑾）とは異なり、「賃貸借
契約による賃借人の債務の保証」という項を設けるが、その評価は旧版
と基本的に同様である。すなわち、それは「将来継続して生ずる債務の
保証」として信用保証と共通するが、「その債務の額がほぼ一定したも
のが累積してゆくだけで、保証人の予期しない数額のものを生ずるとい
うことがない点で異なる」と指摘する。そこで、特別の事情がある場合
には保証人が保証契約を解除できるという判例については、「少なくと
も今日の借家事情からみるときは、保証人の免責を認める特別の事情の
認定は一層慎重であってほしい」と述べ、また、判例とは異なり、賃貸
借の期間が更新されたときは、更新後にも保証が及ぶ（特に特別法により
更新が原則とされるものについてはそうである）とし、西村論文とは異なる

⒁ 我妻栄『新訂債権総論』（１９６４。使用版は１９７１年９刷）４７６頁以下。

不動産賃借人の保証人の責任

６６１（６）



方向を示した。
⑷ その後の学説
我妻説に対し、西村博士は「賃借保証人の責任を、他の継続的保証よ

りもきびしくする理由はないと思う。借家事情の改善は他の方策にまつ
べきである」と反論したが（１５）、学説は、我妻説の方向に沿うものが主流
となった。すなわち、その後の体系書等は、賃借人債務保証について独
立した項を設けたうえ、主債務（賃料債務）の性質ゆえ、他の信用保証に
比べて保証人保護の必要性が高くないと評価し、その観点から大審院判
例をおおむね肯定的に紹介するものが多い（１６）。もっとも、保証人保護の
余地をもう少し広く解する体系書等もある。保証人からの解除の要件を
特に厳格にはしないもの（１７）、賃借人の債務の限定性ゆえに保証人に過酷
な結果にはならないという認識は拡大損害等の場合には妥当しないと指
摘するもの（１８）である。
論文等では、我妻説の系統のもの（１９）と、保証人保護を積極的に唱える

もの（２０）がある。後者に属する槇論文は、①被保証債権の累積の停止は、
信用保証では貸主の与信の停止という消極的行為によってもたらされる

⒂ 西村信雄編『注釈民法⑾』（１９６５）１６６頁［西村執筆］。
⒃ 澤井裕『テキストブック債権総論〔補訂版〕』（１９９１年増補。使用版は１９９２
年１２刷）１２２頁、奥田昌道『債権総論〔増補版〕』（１９９２）４２０頁、平井宜雄『債
権総論〔第２版〕』（１９９４）３２５頁、林良平（安永正昭補訂）＝石田喜久夫＝高木
多喜男『債権総論〔第３版〕』（１９９６）４７１頁、淡路剛久『債権総論』（２００２）４２６
頁、平野裕之『債権総論』（２００５）４５８頁、内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保
物権〔第３版〕』（２００５）３６５頁、川井健『民法概論３（債権総論）〔第２版補訂
版〕』（２００９）２３６頁〔以下、注１６～２０に記載した文献は著者名のみで引用す
る〕。
⒄ 於保不二雄『債権総論〔新版〕』（１９７２）２６６頁、星野英一『民法概論Ⅲ（債
権総論）〔補訂版〕』（１９８１。使用版は１９９２年６刷）１９６頁、前田達明『口述債
権総論〔第３版〕』（１９９３）３８３頁。
⒅ 中川善之助＝泉久雄『相続法〔第４版〕』（２０００）１７７頁・１７９頁、北川善太
郎『債権総論〔第３版〕』（２００４）２４０頁、中田裕康『債権総論〔新版〕』（２０１１）
５０１頁、潮見佳男『債権総論〔第４版〕』（２０１２）６６０頁〔消費者契約法９条・１０
条の適用の余地を認める〕。
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が、賃借保証では賃貸人の解除及び明渡しの実現という積極的行為を要
するという関係にある、②信用保証における貸主の放埓な融資に、賃借
保証における賃貸人の賃料遅滞の放置が対応し、そこに帰責が認められ
る、③賃借保証は、賃料債務だけでなく、賃借物の滅失・毀損等による
損害賠償債務も対象とするところ、その主な目的は賃貸借関係の過程で
反復的に生じる細かな事故による賠償債務の保証よりも、むしろ賃貸借
関係を直ちに解消させるほぼ１回限りの大事故による危険を引き受けさ
せるところにある、と指摘する。そのうえで、保証人に相当期間の経過
のみによる確定請求権（解約告知権）を認めるべきこと、保証人死亡の場
合、賃料債務の保証については相続性を認めたうえ相続人に事情変更に
基づく確定請求権を与えるべきだが、借家焼失等の責任の保証について
は政策上原則として相続性を否定すべきこと、賃借人死亡の場合、保証
人に事情変更に基づく確定請求権を認めるべきことを主張する。

２ 小括
このように賃借人債務保証の位置づけについて、基本的な見方の違い

のある学説がある。西村論文は、継続的保証という概念の提唱、保証人
の責任の広汎性と永続性という観点からの分析、付従的賃借保証・独立
的賃借保証の概念の提示、債権者の注意義務の指摘など、大きな意義を
有する。ただ、具体的結論を導く際に「我々の法律感情」「我々の理性」

⒆ 駒谷孝雄「継続的保証における保証人の保証責任の限度と解約権」小野
寺規夫『現代民事裁判の課題第３巻担保』（１９９０）６８９頁。平野解説３２０頁は、
賃借人債務保証については、貸金等根保証と同様の保護は不要であり、あ
る程度の期間以上の賃料の滞納について債権者の適正な債権回収義務違反
により保証人の責任を制限するなどの解釈論での対応で足りるという。継
続的保証一般につき西村論文に対する批判的立場のものとして、後藤勇『民
事実務の研究』（１９９６）１４２頁〔初出１９８１〕。
⒇ 槇悌次「根保証」遠藤浩ほか監修『現代契約法大系第６巻』（１９８４）７２頁、
大島俊之「継続的保証・身元保証」星野英一編代『民法講座第４巻債権総
論』（１９８５）２４７頁、安井宏「保証債務」水本浩＝伊藤進編『基本問題セミナー
民法２債権法』（１９８８）８６頁。
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「倫理的要請」などの言葉で説明することが多く（８２頁・８８頁等）、不明
瞭さを残す。賃借人の債務と保証債務の分析（１７５頁以下）にも、なお検討
を要する部分がある。他方、我妻説は、堅実で幅広い視野をもつものだ
が、賃借人の保証人の責任が重いものとなる場合もあるという批判に応
えていないし、「今日の借家事情」との関係の内実が明確ではない。こ
のため、議論にすれ違いがあるように思われる。これに加えて、前提と
なる制定法や債権法一般に関する議論の展開もあり、複雑化している。

Ⅲ 個別的な諸問題の検討

１ 検討の方法
考察に先立って、賃借人債務保証の個別的な諸問題に関する従来の議

論を整理しておきたい。まず、主たる債務を、賃料債務（２）と賃借不動
産に関する債務に分類し、後者は、賃貸借契約期間中・終了時・終了後
の各段階に分ける（３～５）。転貸借については別に取り上げる（６）。以
上のそれぞれにおいて、何が保証債務の範囲に含まれるのかを検討す
る。その後、横断的問題として、保証人又は賃借人に相続があった場合
について検討する（７）。賃貸人は、賃借人の債務とは独立した保証人の
責任を問うこともあるので、これも取り上げる（８）。

２ 賃料債務
⑴ 賃借人の債務
賃借人の債務の中心となるのは、賃料債務である。

⑵ 保証債務における問題
賃料債務は、当然、保証債務の範囲に含まれる。ここでの問題は、①

期間の定めのある賃貸借契約が更新された場合、更新後の賃料債務にも
保証は及ぶか、②賃料が増額された場合、増額分にも保証は及ぶか、③
保証契約を締結してから一定期間が経過した後は、保証人は保証契約を
解除できるか、④賃料不払が続くのに賃貸人が賃貸借契約を解除しない
まま放置している場合も保証債務は発生し続けるか、である。保証債務
の範囲は保証契約の解釈によって定まり、民法４４７条１項はその解釈基
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準である、という理解が現在では一般的であるが、賃借人債務保証につ
いては多様な議論が重ねられている。
⑶ 議論状況
⒜ 賃貸借契約の更新と保証
大審院は、期間の定めのある賃貸借契約が更新された場合、更新後に

発生する賃料は、原則として保証の対象とならないと判断した。まず、
大判大正５年７月１５日民録２２輯１５４９頁〔家屋賃貸借〕は、賃貸借の期間
満了により保証債務が消滅することは民法６１９条２項により明らかであ
り、賃貸借について黙示の更新があったとしても保証債務が復活するこ
とはないとした。また、大判昭和６年３月１１日新聞３２５６号８頁〔家屋賃
貸借〕は、賃貸人と賃借人が合意更新をした場合、契約書に賃貸借の更
新に関する記載があったとしても、保証債務は、保証人の承諾がない限
り、更新後の分には及ばないとした。
しかし、その後、１９４１（昭和１６）年の借地法・借家法改正で、更新拒絶

及び解約申入れに「正当ノ事由」が求められることになり、賃貸借契約
の更新が原則化したことを受け、戦後の裁判例では、保証人の責任が原
則として更新後にも及ぶとされるようになる。数件の下級審裁判例（２１）の
後、最判平成９年１１月１３日判時１６３３号８１頁（２２）〔マンションの１室の賃貸
借〕が現れた。期間の定めのある建物賃貸借においては、「特段の事情
のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務について

21 東京地判昭和５６年７月２８日判タ４６５号１３３頁〔建物賃貸借。法定更新。責
任肯定〕、東京地判昭和５６年８月２８日判時１０３２号７７頁〔公団住宅の賃貸借。
法定更新。責任肯定〕、東京地判昭和６１年６月３０日金判７６１号４４頁〔建物部
分の賃貸借。法定更新。責任肯定〕、東京地判昭和６２年１月２９日判時１２５９号
６８頁〔マンションの１室の賃貸借。合意更新。責任肯定。渕上勤「判批」
判タ７０６号（１９８９）８０頁〕、東京地判平成６年６月２１日判タ８５３号２２４頁〔建物
賃貸借。賃料支払がないまま保証人に連絡せずに期間２年として２回の合
意更新。２度目の更新後の保証人の責任を否定〕。
22 評釈として、野口恵三・NBL６４１号５６頁、平田健二・判評４７７号３７頁、副
田隆重・判タ９８２号５７頁（以上１９９８）、下村正明・リマークス１８号３４頁、塩崎
勤・判タ１００５号８２頁（以上１９９９）。
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も保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、
保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反
すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務
についても保証の責めを免れない」という。保証人となろうとする者の
賃貸借継続についての予測可能性、主債務の性質上、予期しえない保証
責任が一挙に発生することがないのが一般であることから、そのように
解するのが当事者の通常の合理的意思に合致するという。更新前後の賃
貸借の同一性という説明ではなく、保証契約の解釈の問題として捉える
ものだが、その際、賃貸借契約の性質、法定更新制度の存在、賃借人の
債務の性質を考慮している。
本判決は、①更新後の債務には保証は及ばないとする趣旨をうかがわ

せる「特段の事情」のある場合（２３）、②賃貸人の請求が「信義則に反する
と認められる場合」（２４）には、保証人の責任が減免される可能性のあるこ
とを認める。
学説は、賃貸借契約の更新後にも保証人の責任が及ぶことには賛成し

つつ（２５）、その場合の保証人保護の方法を検討するものが多い。すなわ
ち、②の信義則違反による限定をいうもの（２６）、③相当期間経過後には、
保証人に任意解約権を認めるもの（淡路４２７頁、平野４６０頁）、④平均的な
更新回数が経過した後は、保証人の同意のない限り、保証契約は終了す
るというもの（平野解説１８０頁）、⑤更新時に賃貸人の保証人に対する通知

23 「特段の事情」を認めて保証人の責任を否定したものとして、東京地判平
成１０年１２月２８日判時１６７２号８４頁〔建物賃貸借、法定更新〕。
24 本判決は、賃借人が継続的に賃料支払を怠っているのに賃貸人が保証人
に連絡せず、いたずらに更新させているなどの場合をその例とし、本件は
これにあたらないという。
25 たとえば、内田３６５頁は、更新後の存続期間が長期になる借地契約はとも
かく、少なくとも借家契約については、こう考えるべきだという。
26 副田・前掲注22６０頁、塩崎・同８３頁。前者は、本件（当初賃料月額２２万円
が３回の更新を経て３３万円となり、７５万円の延滞賃料がある状態で合意更
新され、それから１年１１か月分の不払があった後、保証人（賃借人の実兄）
に連絡し、合計８３４万円の未払賃料を請求）でも、賃貸人の意図によっては
信義則違反と評価する余地があったという。
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義務（身元保証法３条類推）を課したうえ、保証人に解約権を与え、通知
義務違反の場合にはその効果としてその時点以後は保証責任が当然免責
されるというもの（平田・前掲注22３９頁）、⑥極度額の定めのない借地保
証・借家保証は公序良俗違反により無効であるというもの（下村・前掲注
22３８頁）がある。なお、定期借家契約において、期間満了後、再契約が
締結された場合にも保証が及ぶかどうかについては、今後、議論される
ことが予想される（２７）。
ここでは、賃借人保護立法により賃貸人の負担が重くなったことの

「しわ寄せ」が保証人に及んでいることが注目される。保証人保護は、
それを押し戻すという意味を持つ。
⒝ 賃料増額の場合
賃料が増額された場合に増額後の賃料に保証が及ぶか否かについて

は、あまり議論されていない。肯定する下級審裁判例が散見される程度
である（２８）。ここでも、法律上の賃料増額請求権（旧借地法１２条、旧借家法
７条、借地借家法１１条・３２条）の存在の影響が窺われる。

27 保証契約に特約のない場合、再契約には保証は及ばないと解すべき場合
が多いだろう。実際には、賃貸人が賃借人とは定期借家契約をしつつ、保
証人とは再契約にも保証が及ぶという特約をした場合に問題が生じそうで
ある。特に、賃借人を介して保証契約を締結する場合などには、借地借家
法３８条２項の説明がないと評価され、その借家契約は定期借家契約と認め
られないが保証は再契約（実質は更新された契約）に及ぶ、という判断がな
されることもありえよう。
28 東京控判昭和１０年７月２２日新聞３８９８号１１頁〔宅地賃貸借〕は、借地法の
適用があること、賃貸借契約に地代増額特約があったことから、増額賃料
にも保証が及ぶとした。戦後では、前掲東京地判昭和６２年１月２９日は、保
証人の関与しない合意更新の際、賃料が増額されていたが、更新時に賃料
が増額されることが予測でき、増額が相当な範囲内のものであることから、
増額分にも保証人の責任が及ぶとした。増額があったが特に問題とされる
ことなく保証人の責任が認められたものとして、前掲東京地判平成６年６
月２１日、前掲最判平成９年１１月１３日など。消極的評価として、後掲最判昭
和３０年１０月２８日参照。
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⒞ 保証人の保証契約解除権
保証契約を締結してから相当期間が経過した後、保証人が保証契約を

一方的に終了させることができるかどうかが問題となる。大審院は、こ
れを原則として否定しつつ、一定の要件の下に例外を認める。
まず、大判昭和７年７月１９日法学２巻３６１号〔建物賃貸借〕は、賃借

人が賃貸借につき保証人を立てる義務を負っている事案において、保証
人に解除権を与えることは、当事者の意思解釈からも信義の観念からも
認められないという（２９）。
これに対し、大判昭和８年４月６日民集１２巻７９１頁〔家屋賃貸借〕（３０）は、

期間の定めのない保証契約が締結された後、相当の期間を経過し、か
つ、賃借人がしばしば賃料の支払を怠り、将来においても誠実に債務を
履行すべき見込みがないのに、賃貸人が依然として使用収益をさせ、賃
貸借の解除・明渡しの処置をしない場合に、保証人の責任を免れさせな
いのは「信義ノ原則」に反するので、保証人は賃貸人に対する一方的意
思表示により保証契約を解除することができ、その効力は即時に生じる
とした。また、大判昭和１４年４月１２日民集１８巻３５０頁〔家屋賃貸借〕（３１）は、
期間の定めのない賃貸借について、①前掲大判昭和８年４月６日で示さ
れた場合のほか、②保証後に賃借人の資産状態が著しく悪化し、保証を

29 また、大判昭和７年１０月１１日新聞３４８７号７頁〔家屋賃貸借〕は、賃借人
の連帯債務者について、その責任が月々生じる賃料に限られることを理由
に、賃貸借及び連帯債務の期間が定められていない場合でも、身元保証と
は異なり、解約は認められないとした。
30 山田晟『判例民事法昭和８年度』２２０頁は、要件の一部及び即時の効力発
生に疑問を投じる。
31 折茂豊『判例民事法昭和１４年度』７８頁は、大審院は賃貸借契約における
保証人の責任限度を必ずしも問題としない一方、保証契約の解除を必要と
するような事情変更を考慮に入れ、解除権を与えているという。後藤清「判
批」法と経済（立命館）１２巻２号（１９３９）１１９頁は、賃借人の債務の保証人の「特
別解約権」を、①の場合だけでなく、金融取引等の保証人について認めら
れていた②の場合及び身元保証において認められていた③の場合でも認め
たことを評価する。岩田新「判批」新報４９巻９号（１９３９）１５２頁は、本件は事
情変更の原則に関するものだという。
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継続すると将来求償権の実現が覚束なくなる場合、③賃借人が継続して
債務を履行しないのに保証人に告知したり保証債務の履行を求めること
なく、突如として一時に多額の延滞賃料の支払を求め保証人を予期しな
い困惑に陥れる事態が生じたのに、賃借人に依然として使用収益をさせ
延滞賃料の異常な増加、保証人の責任の過当な加重を来たした場合に
も、保証人が解除できるとした。
戦後の裁判例（３２）では、保証人の解除を認めたものとして、東京地判平

成９年１月３１日判タ９５２号２２０頁〔店舗賃貸借。期間９年〕がある。賃貸
人の誠意を欠く態度に起因する明渡紛争の長期化は保証人の予期しない
ところだとし、賃料の最終支払日から約３年（賃貸借契約解除から２年９
か月）の後、保証人が「特別解約権」を行使した時点で、信義則上、「解
約」を認め、同人の連帯保証人としての地位からの離脱を認めた。
これらの判決は、身元保証に関する法理（３３）を参照しつつ、身元保証と

は保証人の負うべき責任の限定性の点で異なることを考慮しているよう
である。
学説では、一定期間が経過すれば特別の事情がなくとも保証人が解除

できるという見解もあるが（西村論文８７頁、槇・前掲注⒇８９頁）、消極論が
多い。
⒟ 賃料不払の場合
賃借人の延滞賃料のすべてが保証債務の範囲に含まれるか否かについ

て、大審院で制限した例がある（３４）。保証人の解除権を一定の場合に認め
る⒞の判例法理に基づき、相続人が知っていれば解除したであろうとい
うことから導くものである。

32 一般論としては保証人の解除権を認めつつ、その要件を満たしていない
としたものとして、前掲東京地判昭和５１年７月１６日（相当額の賃借保証金の
預託があった）、前掲東京地判昭和５６年８月２８日（賃料不払に対する賃貸人
の対応を評価）。
33 身元保証法（昭和８年公布、施行）４条は身元保証人の解除権を定めるが、
判例は、同法制定前から、存続期間の定めのない身元保証契約について身
元保証人が将来に向かって解約を申し入れることができるとしていた（大判
大正４年１０月２８日刑録２１輯１６６７頁）。西村・前掲注⒀２８８頁以下。
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この問題については、保証契約の解釈によって、賃貸人が放置し増大
させた賃料債務を保証債務の範囲外とすることも考えられる。しかし、
契約解釈の手法でそこまでいえるのかは、議論が分かれうる。そこで、
事後的な対応として、信義則により賃貸人の請求を制限する方法、賃貸
人の義務違反（３５）を理由に請求を制限する方法、一定の要件の下に保証人
に解除権を与える方法などが提唱されている。

３ 賃借不動産に関する債務――賃貸借契約期間中
⑴ 賃借人の債務
賃借人は、契約又はその目的物の性質によって定まった使用方法に

従って使用収益しなければならない（用法遵守義務。民法６１６条・５９４条１
項）。このほか、賃借人は、目的物の返還まで善良な管理者の注意を
もって保管する義務（善管注意保管義務）を負うとする学説が多い。両義
務の関係については議論があるが（３６）、現実の紛争は損害賠償請求の形で
現れるので、どの義務の違反かはあまり問題とならない（３７）。
⑵ 保証債務における問題
賃借人の用法遵守義務・善管注意保管義務（以下「用法遵守義務等」と

いう）については、主債務と保証債務の給付内容の同一性の要否という
理論的問題はあるが、実際には、賃借人の損害賠償の問題となるので、
保証債務の範囲に含まれるかが争われることはない。
⑶ 議論状況
用法遵守義務等は、賃貸借契約終了時の原状回復義務に吸収される形

34 大判昭和１２年１２月２日新聞４２７９号１２頁〔期間の定めのない土地賃貸借に
おいて保証人が死亡したが相続人が相当の方法を講じても保証の存在を知
りえなかった状況で、賃貸人が相続人に数年分の延滞賃料を請求。判決は、
賃貸人が相続人に保証のあることを知らせず、賃借人の賃料不払を増大さ
せていたことから、相続人の責任は、保証契約締結後相当の年限を経過し、
賃料の延滞がある程度継続的な状態となった時期までの分に限定されると
した〕。
35 債権者の注意義務（西村論文２１２頁）、債権者の保証人保護義務（適正な債
権回収義務）（平野解説６頁・３２０頁）。
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で、その不履行による損害賠償（後掲４参照）として問題となることが多
い。用法遵守義務等自体が問題となる例としては、賃借人又はその関係
者が賃借建物内で自殺した場合がある。この場合、不動産に物理的損傷
があるわけではないので、原状回復義務違反としては現れにくいからで
ある。東京地判平成１９年８月１０日LLI／DB判例秘書０６２３３５０８〔建物の一
室の賃貸借〕は、賃借物件内で賃借人が自殺した事案で、「賃貸目的物
内で自殺しないようにすることも善管注意義務の対象に含まれる」とし、
東京地判平成２２年９月２日判時２０９３号８７頁〔居室賃貸借〕は、賃借物件
内で無断転借人が自殺した事案で、賃借人が善良な管理者の注意をもっ
て使用収益すべき義務には、無断転貸の場合、「居住者が当該物件内部
において自殺しないように配慮すること」も含まれるとし、いずれも賃
借人の債務不履行に基づく損害賠償義務を認め、保証債務はそれに及ぶ
とした。

36 善管注意保管義務を認める見解には、①民法４００条に基づくというもの
（広中俊雄『債権各論講義〔第６版〕』（１９９４）１５６頁、近江幸治『民法講義Ⅴ
契約法〔第３版〕』（２００６）２００頁、内田貴『民法Ⅱ債権各論〔第３版〕』（２０１１）
２０６頁）、②同条に依拠しないもの（山本敬三『民法講義Ⅳ―１契約』（２００５）４００
頁、川井健『民法概論４（債権各論）〔補訂版〕』（２０１０）２２４頁。我妻栄『債権
各論中巻一』（１９５７）４６４頁・３８１頁は、４００条を「参照」とする）があり、他方、
③少なくとも賃貸借契約期間中は民法４００条の適用はなく、用法遵守義務に
よって規律されるという見解（星野１３頁、星野英一『民法概論Ⅳ〔合本新訂〕』
（１９８６。使用版は１９９４年５刷）２０４頁、中田３６頁。平井２１頁～２３頁は、契約解
釈により保存義務を導くべきであるとし民法４００条の適用に反対する）があ
る。①では、用法遵守義務と善管注意保管義務の相違が鮮明になるが、②
③では、使用収益と保管を区別するか一体的に見るかという違いはあるも
のの、その具体的内容は賃貸借契約の趣旨に照らしその解釈により定まる
ことになる。奥田３５頁も参照。
37 目的物に関する賃借人の付随義務に言及するものもあるが、これは用法
遵守義務（前掲注36の①②なら善管注意保管義務の可能性もある）に吸収さ
れるだろう。このほか、賃借人は、通知義務（民法６１５条）、保存行為の受忍
義務（民法６０６条２項）を負い、前者の違反について損害賠償責任を負うこと
がある（後者については民法６０７条参照）。自己使用義務については、転貸借
の問題として後に検討する（６）。
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ここでの課題は、第１に、賃借人の債務の内容である。賃借人の「善
管注意義務」というとき、その内容が抽象化され、債務不履行の要件が
希薄化して、結果として賃貸人に損害があれば賃借人に責任があるとさ
れがちである（この傾向は、前掲注36の①説で強くなるように思われる）。当
該賃貸借契約に即して、義務の内容を具体的に吟味すべきである。第２
に、保証人の責任の減免可能性が問題となる。これは、次項（４⑵⑶）で
検討する。

４ 賃借不動産に関する債務――賃貸借契約終了時
⑴ 賃借人の債務
賃貸借契約が終了すると、賃借人は、目的物を原状に復し、付属させ

た物があればこれを収去したうえ（原状回復義務・収去義務。民法６１６条・
５９８条）、返還しなければならない（返還義務。民法６１６条・５９７条１項参照）。
この原状回復義務・収去義務は、解除による原状回復義務（民法５４５条１
項）ではなく、賃貸借契約の終了に伴うものである。用法遵守義務等の
違反があった場合も、そうでない場合もある。
⑵ 保証債務における問題
原状回復義務・収去義務及び返還義務については、主債務と保証債務

の給付内容の同一性の要否の問題があるが、実際には損害賠償請求とな
るので、重要な争点とならない。深刻な争いとなるのは、賃借不動産の
損傷によって異例の重大な損害が発生した場合（火災、賃借土地への産業
廃棄物の投棄、土壌汚染など）の保証人の責任の存否・範囲である。なお、
返還義務は、履行不能の場合には原状回復義務の問題と重なり、履行遅
滞の場合は賃貸借契約終了後の損害金の問題となる（３８）。
⑶ 議論状況
契約終了に伴う原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるかについ

て、大審院は、賃貸借契約のように解除に遡及効がない場合、解除によ
る賃借人の目的物返還債務は原状回復義務ではなく本来の債務であると
いう理由で保証人の責任を肯定したが（３９）、売買契約のように解除に遡及
効のある場合については、原状回復義務には本来の債務と同一性がない
ので、保証人は特約のない限り責任を負わないとしていた（４０）。しかし、
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最判昭和４０年６月３０日民集１９巻４号１１４３頁〔特定物の売主の保証〕は、
これを変更し、売買契約の解除による原状回復義務も保証債務の範囲に
含まれるとした。本判決の射程については議論があるが、保証債務の範
囲に含まれるか否かの判断を、本来の債務に従たる債務か別個独立の債
務かという基準（主たる債務との同一性基準）によるのではなく、当該保証
契約の解釈によるという考え方は、その後も定着している。賃借人債務
保証については、最判平成１７年３月１０日判時１８９５号６０頁（４１）〔土地賃貸
借〕がある。土地の無断転貸借がされ、転借人が目的土地に産業廃棄物
を不法投棄した後、原賃貸借契約が解除された事案で、賃借人は、土地
の原状回復義務として、その産業廃棄物を撤去すべき義務を負うとし、
その保証人の責任も否定されないとした。
ここでの現実的な問題は、原状回復義務又は履行不能となった返還義

務に関わる多額の損害賠償について保証人の責任を減免する可能性の有
無である（用法遵守義務等の違反についても同様）。保証人の錯誤、保証契
約の解釈、信義則、過失相殺など一般的な規律による解決の可能性はあ
るが、保証人の責任の減免は認められにくい。そこで、保証人保護のた

38 大阪地判昭和５１年３月１２日判時８３８号７１頁〔建物賃貸借〕は、賃借人の債
務不履行により解除された場合、賃借人の明渡義務は、一身専属的な給付
を目的とし代替性がないので、それ自体は保証債務の範囲に含まれないと
したが、契約解除による原状回復義務（破損・汚損）としての修復又は修復
費の支払、「明渡遅延期間の賃料相当額の遅延賠償」の支払は、保証債務の
範囲に含まれるとした。玉田弘毅「判批」判評２２６号（１９７７）３３頁も、返還債
務自体は一身専属的なものなので保証債務とすることはできないとしつつ、
その不履行による損害賠償債務は保証債務の範囲に含まれるという。
39 大判昭和１３年１月３１日民集１７巻２７頁〔家屋賃貸借〕。林千衞『判例民事法
昭和１３年度』１０頁（判旨賛成）。
40 大判明治３６年４月２３日民録９輯４８４頁、大判大正６年１０月２７日民録２３輯
１８６７頁。
41 評釈として、原田剛・法セ６０８号１２５頁、河津博史・銀法６５０号５１頁・６５８
号１１２頁（以上２００５）、円谷峻・ひろば２００６―１号５２頁、神戸秀彦・法政理論
３８巻４号１２５頁〔本件１・２審判決、差戻審における和解内容も掲載〕、淡
路剛久・リマークス３３号５４頁、岩木宰・判タ１２１５号５５頁（以上２００６）。
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めの特別の法理の要否が問題となる。

５ 賃借不動産に関する債務――賃貸借契約終了後
⑴ 元賃借人の債務
賃貸借契約終了後、返還までの間の元賃借人の義務としては、まず、

損害金の支払義務がある。その法的性質は、目的不動産の返還義務の履
行遅滞による損害賠償、目的不動産の所有権侵害による不法行為に基づ
く損害賠償、目的不動産の無権原使用による不当利得などの可能性があ
る。いずれにせよ、その金額は賃料相当額とされることが多い。また、
元賃借人は、目的不動産を善良な管理者の注意をもって保存する義務を
負う（善管注意保存義務。民法４００条）と解するものが多い（４２）。
⑵ 保証債務における問題
ここでは、①損害金支払義務が保証債務の範囲に入るか、②賃貸人が

明渡しを求めないまま放置する場合も保証は及ぶのかが問題となる。な
お、この期間中の事故による保存義務違反については、契約中の善管注
意保管義務と同様の問題がある。
⑶ 議論状況
大審院では、⑵の①について肯定するものが多いが、争点の推移があ

る。
まず、大判明治４３年４月１５日民録１６輯３２５頁〔「建物機械其他ノ動産」

の賃貸借〕は、保証債務は主たる債務と「通常其範囲ヲ同フスヘキモノ」
であることから導く。すなわち、主債務者は、債務不履行により相手方
に生じさせた損害について、解除の有無にかかわらず責任を負うべきだ
から、賃貸借契約の解除から引渡しまでの間の損害金について責任があ
り、したがって、特別の事情のない限り保証債務の範囲にも含まれると
いう。つまり、ここでは賃借人の債務となるか否かが中心的争点であっ
た。

42 前掲注36の①説では、賃貸借契約中から返還まで１本の債務となる。私
見は、この期間も、民法４００条は補充的にのみ適用されると考える（中田３６
頁）。
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次に、前掲大判昭和１３年１月３１日は、賃貸借契約の解除は将来に向
かってのみ効力が生じるので原状回復義務が発生するわけではなく、賃
借人の返還義務は賃貸借契約に基づくものであり、その不履行による損
害賠償は保証債務の範囲に含まれるとした。
これらに対し、大判昭和１４年１月２８日新聞４３９２号７頁〔建物賃貸借〕

は、保証債務の範囲に入るかどうかについて当事者の意思を強調する。
すなわち、賃料債務と賃借物返還義務不履行による損害賠償債務は別個
の債務であり、前者の保証契約を締結した当事者が後者についても保証
契約を締結する意思があるとは必ずしもいえず、特に限定することなく
賃借人の債務を保証した者は両債務を併せて保証する意思であるのが普
通だというだけのことである、とした（前者を保証した者は反証のない限
り後者も負担すると解した原判決を破棄）。
このように、解除時から返還時までの損害金については、その性質の

問題（賃貸借契約上の本来の債務との関係、返還義務か原状回復義務かの評
価）と、賃借人の債務が保証債務の範囲に含まれるか否かの判断基準の
問題（原則としてすべて含まれるのか、民法４４７条の解釈によるのか、保証契
約当事者の意思解釈によるのか）がある（４３）。
⑵の②の問題は、賃料に関する２⑶⒟の問題と共通する。保証契約の

解釈による対応のほか、信義則による制限、権利濫用による制限（４４）、賃

43 戦後では、最判昭和３０年１０月２８日民集９巻１１号１７４８頁〔土地賃貸借〕が
ある。賃貸借契約が期間満了により終了した後、明渡しまでの間に発生す
る損害金は賃料自体ではないので、その額が保証した当時の賃料額の１２倍
に相当するとしても、保証人は支払義務を負うとした（賃貸人と賃借人は、
賃料を当初の１２倍にする合意をしていたが、保証人はそれに関与していな
かった）。三淵乾太郎『最高裁判所判例解説民事篇昭和３０年度』２０９頁は、
原状回復義務及び損害賠償義務は本来の債務とは別なので、保証人は履行
義務を負わないが、賃料債務と賃貸借終了後の損害金支払義務は同一性が
あるので、保証人は責任を負うという。
44 東京地判昭和５１年７月１６日判時８５３号７０頁は、賃貸人が和解調書による建
物明渡期限が到来した後も明渡執行に着手せず、損害を増大させたとして、
同期限から２か月後以降の賃料等相当損害金の支払請求は権利濫用として
許されないとした。
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貸人の義務違反を理由とする制限、一定の要件の下での保証人への解除
権の付与などが検討対象となる。

６ 転貸借の場合
⑴ 賃借人の責任
賃貸人の承諾を得て、又は得ないで、転貸借がされ、転借人の下で目

的不動産に関する損害が生じた場合の問題がある。ここでは、①第三者
の行為による賃借人の契約責任、②賃借人自身の義務違反による責任が
問題となる（４５）。①は、かねてから履行補助者の問題として論じられてき
たものである。②は、①とは別に、たとえば、「転借人が目的物を損傷
しないように注意する義務」を賃借人の「善管注意義務」の具体的内容
として措定するものだが、このような抽象的義務を一般に課することに
ついては前述した問題がある（３⑶）。裁判例では①の構成がとられるこ
とが多い。その際、賃貸人の承諾がない場合に、賃借人の責任が加重さ
れるのかが問題となる。承諾転貸であっても転借人の故意過失について
賃借人が責任を負う以上、無断転貸の場合には賃借人はなおさら責任を
負うといわれることもあるが、これを認めると、賃貸人が承諾したとき
は賃借人の責任が軽減されることにもなり、賃貸人の承諾にそこまでの
効果を与えることの妥当性が問題となるだろう。
⑵ 保証債務における問題
①の構成をとる場合、保証人が転貸借に同意していなかったときは、

賃借人自身は転借人の下で生じた損害について責任を負うとしても、保
証人の責任は発生せず又は減免されるのではないかという問題がある。
②の構成をとる場合は、この問題は生じない。
⑶ 議論状況
①については、転借人の故意過失による目的物の損失について賃借人

45 このほか、「無断で転貸しない義務」を措定し、その義務違反と損害との
因果関係の問題として捉える構成も考えられるが、当事者の予見可能性を
基準とする規律（民法４１６条）がここで適切かは疑わしいうえ、承諾のある場
合について対応できないという問題がある。
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が責任を負う場合でも、保証人は転貸に同意していない限り責任を負わ
ない（保証人の同意なく主債務の範囲を拡大させる法律行為と同視できるか
ら）という学説（西村論文１８０頁）、保証契約のときに転貸借や転借人の用
法違反が全く予想されえない場合には保証人は信義則により責任を減免
される余地があるという学説（４６）がある。②は、賃借人の債務の内容の確
定の問題となる。

７ 相続があった場合
大審院は、保証人・賃借人のいずれが死亡した場合も保証は存続する

と判断した。
保証人が死亡した場合については、大判昭和９年１月３０日民集１３巻

１０３頁〔住宅賃貸借〕（４７）は、賃貸借契約により生じる「基本債務」の保証
人たる地位は相続され、相続人は相続開始後に発生した個々の借賃債務
について保証債務を負担するという。保証人側は、賃借人の債務の保証
は、契約当時に債務額が確定せず、賃料支払義務・明渡義務・過失によ
る目的物滅失に対する損害賠償義務など広汎な範囲に及び、主債務者と
保証人の相互の信用を基礎として成立する点で、身元保証（判例によれば
相続されない（４８））と同様だと主張した。しかし、大審院は、賃借人の債務
の保証人は「通常身元保証人ノ如ク信用関係ヲ基礎トシ広汎ナル範囲ニ
於テ責任ヲ負ハサルヘカラサルモノ」ではないと述べ、退けた。

46 淡路・前掲注41５７頁。一般的には河津・同注５１頁。
47 有泉亨『判例民事法昭和９年度』２７頁は、身元保証とは、①責任の範囲
の制限の有無、②信頼関係の濃淡、③告知期間の長短の点で相違があると
し、①については、借家を焼いてしまったとしてもその代価を超えないし、
賃料の増大は保証人に告知権を認めることで抑えることができるという。
本判決の後の下級審裁判例として、宅地賃貸借において保証人の家督相続
があった場合に、その後の賃料不払についても保証人は責任を負うとした
前掲東京控判昭和１０年７月２２日がある。
48 大判昭和２年７月４日民集６巻４３６頁。なお、身元保証法は非相続性を規
定していないが、同法施行後の大判昭和１８年９月１０日民集２２巻９４８頁も、特
別の事由のない限り相続されないとした。
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賃借人が死亡した場合については、大判昭和１２年６月１５日民集１６巻
９３１頁〔土地賃貸借〕（４９）は、賃借人の保証人は、特約のない限り、「全賃
借期間ノ賃料及賃借人ノ義務不履行ニ因ル損害等」について履行の責任
を負うのは当然だとして、賃借人の相続人の延滞賃料等について保証人
の責任を認めた。本件は土地賃貸借の事案であり、この場合、存続期間
は長期にわたるが、保証人はその間の責任を負うことは予期すべきであ
り、賃貸人が賃借人の死亡により担保を失うとすれば権衡を失すること
になるという。
これに対し、大審院判例によると、保証人の死亡も賃借人の死亡も保

証契約の終了をもたらさないので「保証人の子々孫々は賃借人の子々
孫々のために」「永年間保証責任を負わねばならぬこととなる」との批
判がある（西村論文１２８頁）。そこで、学説では、保証人死亡の場合の保証
契約の終了又は相続人への解除権の付与、賃借人死亡の場合の相続人へ
の解除権の付与が主張されている。もっとも、賃借人死亡の場合は、賃
貸人が賃貸借契約を終了させることができない以上、保証契約は存続す
るというものもある（期間満了又は「通常解約権」によって終了する）。こ
れは、賃借人が死亡しても賃貸人が賃貸借契約を終了させられないの
で、保証契約が終了すると、賃貸人は無保証で与信をすべきことになる
ことを考慮したものである（西村論文１５２頁以下）。ここでは、保証人及び
その相続人の保護と、無保証の賃貸借契約を強いられる賃貸人の保護の
調整が課題である。

49 東季彦『判例民事法昭和１２年度』２４１頁は、判旨賛成。西村信雄「判批」
民商７巻１号（１９３８）３０頁は、他の「将来債務の保証」と比較して、賃貸借
の保証のみが「冷遇」される理由はないと指摘しつつ、本件は存続期間の
定めのある賃貸借であって、その間に賃借人が死亡しても賃貸人は賃貸借
契約を終了させることができないことから、判決の結論に賛成する。なお、
期間の定めのない家屋賃貸借の賃借人死亡の場合に、保証人の責任を否定
した下級審裁判例がある（東京区判昭和５年３月１３日法時２巻５・６号７４
頁）。
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８ 独立的債務
賃貸人の側では保証人には賃借人に関する一切の責任を負ってほしい

という願望がある。賃貸不動産に関して賃貸人に損害があれば賃借人自
身が債務不履行責任を負わないときでも賠償すること、賃借人が賃貸借
契約上の義務を順守するよう監督すること、賃貸借の終了に際しては賃
借物を速やかに返還させるよう尽力すること、賃借人が行方不明となっ
たときは明渡しに協力し残置物を引き取ること、１人暮らしの賃借人が
事理弁識能力を失ったり死亡したときは身柄を引き取ることなどである
（西村論文１７０頁以下参照）。
通常の保証契約であれば、それは賃借人の債務を主たる債務とする民

法上の保証であり、これらの独立した債務ないし責任は含まれないと解
されるだろう。しかし、これらの債務ないし責任を明示的に規定した場
合が問題である。さしあたっては消費者契約法１０条の適用のほか、身元
保証法の類推適用による対応の可能性が考えられる。
ただ、賃貸人側の要請については、より大きな視野から考察する必要

がある。これは、かつての「店請」「地請」を想起させるものだが（Ⅱ１
⑵参照）、封建遺制というよりも、むしろ高齢化・単身世帯の増加を背
景とする現代における課題である。また、賃借人に対する監督は、それ
によって賃貸借契約上の義務が履行されるようになるのであれば、保証
人の利益にもなる。保証人の独立的債務に対する賃貸人側の願望には、
前近代的なものとして切り捨てるだけでは済まないところがある。

Ⅳ 賃借人債務保証のあり方

１ 問題の全体像
⑴ ２つの必要性の調整と賃借人債務保証制度の意義
前項でみた個別的な諸問題を通じて、賃貸人にとっての保証の必要性

と保証人保護の必要性の衝突が様々な場面で現れることがわかった。こ
の２つの必要性を具体的にどのように調整するかが検討課題となる。賃
借人債務保証の特徴を分析しつつ、調整のあり方を検討してみたい
（⑵）。その特徴としては、ここまでの検討結果に照らし、不動産賃貸借
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における危険の多様性（⑵⒜）と、賃借人債務保証の継続性（⑵⒝）を取り
上げる。そのうえで、現在における賃借人債務保証の問題点を整理する
が、その際には、賃借人債務保証制度の意義自体も考察の対象となるだ
ろう（⑶）。問題点の解決策は、次項（２）で検討される。以下、さしあ
たって個人が保証人となる場合を想定する。
⑵ 賃借人債務保証の特徴
⒜ 不動産賃貸借における危険の多様性
賃借人債務保証が広く用いられるのは、不動産賃貸借契約に際して、

賃貸人には様々な危険が予測されるからである。この危険を、賃借人の
債務内容、その履行態様、発生しうる損害について検討する。
① 賃借人の債務内容の多様性 賃借人の債務のうち、賃料債務の

内容は比較的単純だが、賃借不動産に関する債務の内容は多様かつ不明
確であり、それゆえ賃貸人は危険を感じるかもしれない。しかし、これ
らの債務の内容は、前項（Ⅲ）のように整理して示すことが可能であり、
判例もかなり安定的になっている。この面では、賃貸人にとっての危険
は客観的には少ない。ここでは、保証契約締結の際、その債務内容を十
分に認識しないまま保証人となろうとする者の保護の方がむしろ課題で
ある。
② 賃借人の履行態様の多様性 賃料債務の履行の有無は客観的に

明らかであり、その証明も容易である。これに対し、賃借不動産に関す
る債務については、賃借人によって履行の態様に幅があるし、それが債
務不履行と評価できるかどうかも判断が分かれたり、証明が難しいこと
がある。この面での危険に対処するため、賃借人ないしその候補者に関
する情報が重要になる。
賃貸人は、賃貸借契約締結にあたり、賃借人候補者の将来の履行態様

に関する情報（人的情報・信用情報）を得たいが、容易ではない（賃借人情
報のデータ・ベース化については異論も強い）。そこで、保証人を求めるこ
とになる。保証人になる人がいるという事実は当該賃借人候補者が債務
を履行するであろうことを示す徴表であり（シグナリング機能）、保証人
となった人が賃借人の状況を監視し適切な態様での履行を促すことが期
待できる（モニタリング機能）（５０）。もっとも、賃貸借契約締結後、相当の
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日時を経過すると、賃借人の履行態様に関する情報を賃貸人自身が取得
するので、保証人のシグナリング機能は小さくなる。また、モニタリン
グ機能については、もともと保証人の監督義務を前提とするものではな
く、むしろ保証人との関係を配慮する賃借人の意識に依存する面が大き
いが、そのような関係・意識は様々であり、変化することがある。そこ
で、賃貸借契約締結から一定期間を経過した段階で保証人を責任から解
放することについて、身元保証と同様の規律とするか否かが問題とな
る（５１）。
賃借人の情報は、保証人にとっても重要である。保証人は、賃貸借契

約締結後の賃借人の債務の履行状況については、当然に知りうる立場に
はない。賃料不払、賃借人の不適切な使用状況、賃借人の使用態様の変
化（転貸借など）などについて、賃貸人は知っているが保証人は知らない
こともある。モニタリングは、むしろ賃貸人の方が容易であることも多
い。
このように、賃借人に関する情報の保証人・賃貸人間の分布は、賃貸

借契約締結時から時間の経過に伴って変化していく。当初の段階では、
賃貸人にとっての保証の必要性は大きく、保証人となる者もそれに応え
うる立場にあるが、時間を経るに従い、この面での賃貸人の必要性は減
少し、保証人の立場も変化することがある。それにもかかわらず保証人
の責任は軽減されず、賃貸人は、形式的には、保証人に対する責任追及

50 小出篤「中小企業金融における人的保証の機能」黒沼悦郎＝藤田友敬編
『企業法の理論 下巻』（２００７）４８７頁参照。法制審部会の資料として提出され
た実態調査（法制審議会民法（債権関係）部会（第４３回会議）参考資料９―２及
び１０―２。法務省HPで閲覧可能）によると、保証人には、親族（特に親）、
賃借人が法人である場合の居住者・代表者、会社の上司、賃借人が外国人
である場合の知人・上司・留学センターなど（他に、家賃債務保証会社）が
なっているようであり、この機能が期待される場合が多いものと思われる。
留学生の住居賃貸借の保証とモラル・ハザード抑止につき、能登・前掲注
⑻１２４頁。
51 肯定論として柚木馨〔高木多喜男補訂〕『判例債権法総論〔補訂版〕』（１９７１）
３２５頁、否定論として有泉・前掲注47２８頁、後藤・前掲注⒆１４７頁。
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をどの段階でも完全にできる。賃貸人の通知義務（身元保証法３条参照）、
注意義務、損害軽減義務などが論じられるのは、そのためである。
③ 発生しうる損害の多様性 賃貸借においては、契約締結から目

的物返還までの間に様々の損害が生じうる。特に、賃借不動産に関して
は、敷金で担保されうるような小損傷だけでなく、異例な事故や重大な
義務違反による滅失・損傷が生じることもある。これは、かねてから
あった問題ではあるが、建物の大規模化・高額化（木造住宅からマンショ
ンやビルへ）に伴う、事故（火事・爆発・自殺）に起因する損害の拡大や、
従来は問題とされることの少なかった土地の損傷（産業廃棄物投棄・土壌
汚染等）もあり、損害額が莫大になりうるという現代的問題がある。賃
借人債務保証における保証人の保護の程度は、その責任の限定性ゆえに
他の根保証よりも低くてよい、という指摘が妥当しない場合があること
は、もはや否定できない。
また、賃借人が家財道具を残置したまま行方不明になった場合、事理

弁識能力を失った場合、死亡し相続人が不明な場合など、契約の解消、
明渡し、残置物処理、さらには賃借人の身柄の移動を要することもあ
る。その際、賃借人の債務の有無にかかわらず、事実として、保証人の
協力が要請されることがある。通常の保証契約では、主債務を前提とし
ない保証人の独立的債務は存在しないと解釈されるだろうが、賃貸人は
保証人の事実上の身元引受人的機能を期待する。これは封建遺制の残滓
といって済むことではなく、高齢化・単身世帯の増加の見られる現代に
おいて解決が求められている問題である（Ⅲ８参照）。
このように、発生しうる損害の多様性に関しては、異例の事態におけ

る高額の損害が発生する危険の増大、賃借人の高齢化・単身化に伴う身
元引受人的機能への要請という、いずれも現代的な課題がある。ここで
は、賃貸人にとっての損害填補・予防の必要性と、過大な負担からの保
証人の保護の必要性が鋭く対立する。
⒝ 賃借人債務保証の継続性
賃借人債務保証では、賃貸借契約の継続性と保証契約の継続性とい

う、２つの継続性が問題となる。賃貸借契約は継続的契約の代表的なも
のであるが、とりわけ不動産賃貸借においては、継続性は、更新の推定
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（民法６１９条）に加えて、賃貸人の更新拒絶・解約申入れのための正当事
由の要件（借地借家法６条・２８条）、借地権の存続期間の定め（同３条）など
の制定法の規定と、信頼関係破壊法理をとる判例により、賃借人保護の
方向で強化されている。保証契約も、継続性をもつことが多く、特に賃
借人債務保証は、継続性のある賃貸借契約から発生する債務を保証する
ものである以上、当然に継続性がある。もっとも、賃貸借契約の期間と
保証契約の期間は、常に一致するわけではない。
① 保証が賃貸借より長くなる場合 賃借人債務保証においては、

賃貸借契約終了から目的物返還までの損害金も保証債務の範囲に含まれ
ると解されるのが通常である。このため、保証期間は賃貸借期間よりも
長くなる。この長くなった部分は、賃貸人としては当然に保証を必要と
する期間であり、保証人もそれを了承していると考えられるので、その
合意の効力が争われることは、もはやないだろう（Ⅲ５⑶参照）。問題
は、その間、保証人からの弁済が期待できるときは、賃貸人にとって明
渡しを積極的に進めるインセンティブが低下し、結果として、保証人の
負担が累積する可能性があることである。そのため、賃貸人の損害軽減
義務等が論じられることになる。
② 賃貸借が保証より長くなる場合 期間の定めのない賃貸借契約

について一定期間内の債務のみを保証した場合、更新後の賃貸借契約に
は保証が及ばないという約定がある場合、保証人又は賃借人の死亡によ
り保証契約が終了すると解される場合など、賃貸借期間の方が保証期間
より長くなることがありうる。これらの場合、賃貸人側では、不動産賃
貸借契約の継続性が強化されているため、保証契約が終了したからと
いって当然に賃貸借契約を終了させることはできないし、賃貸借継続中
に新たに保証人を得るのも困難なことが多い。信用保証においては、保
証が提供されなければ債権者は新たな与信をしないという対応を取りう
ることと、大いに異なる点である。このような状態を避けるため、賃貸
人側では、賃貸借が継続する限り保証も継続することを保証契約の条項
に入れることが少なくない。そのような条項がないときも、多くの場
合、契約解釈によって、同様の合意が認められることになるだろう。保
証なき賃貸借という状態を避けたいと考えるのが賃貸人の合理的意思で
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あり（５２）、保証人もそれを認識しているはずだから、保証も継続すると解
釈されるわけである。建物賃貸借契約の更新後も保証が存続するという
判例は、このような考え方に基づく（Ⅲ２⑶⒜）。また、保証人・賃借人
の死亡後も、保証が存続継続するというのが大審院判例であり（Ⅲ７）、
今日にいたるまで判例変更は見られない。これらの結果、賃貸借が保証
より長くなることは実際にはあまり生じず、むしろ賃貸借が存続する限
り保証も存続するのが通例となる。そうすると、今度は、保証人及びそ
の相続人は、賃貸借が継続する以上、永続的に保証債務を負い続けるこ
とになり、それは過剰な負担ではないかが問題となる。
こうして、一方で、賃貸借契約が存続する以上、与信の継続を強いら

れる賃貸人の側からは、保証なき賃貸借の状態の回避が求められ、他方
で、賃貸借契約が存続する限り保証債務を負い続けることになる保証人
及びその相続人の側からは、永続的拘束からの解放が求められる。一般
化すると、賃貸借期間と保証期間の連結への配慮とその固定性の緩和へ
の配慮との調整が課題である。
⑶ 賃借人債務保証の問題点
⒜ 保証人の負担の拡大
前項の検討の結果、現在、保証人の負担が拡大しているということが

できるだろう。
不動産賃貸借における危険の多様性（⑵⒜）との関係では、保証人の負

担の量的拡大がある。賃借人の履行態様の多様性についての賃貸人の懸
念は一定期間経過後は軽減され、保証人の機能に対する期待も低下する
にも関わらず、保証人の責任が縮減されることはない。また、賃借不動
産に関する状況の変化（建物の大規模化・高額化、土地の損傷の可能性）に
伴い、保証人の負担金額が非常に高額になる恐れがあるが、個人保証に
おいては、保証限度額が定められていないのが通例であろう。また、賃
借人の高齢化・単身化に伴い、保証人の法律上又は事実上の負担が重く
なることがある。

52 前掲注50の実態調査によると、業界関係者は、賃貸借が更新されている
のに保証契約が終了するのは困るという意見を一致して述べている。
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賃借人債務保証の継続性（⑵⒝）との関係では、保証人の負担の時間的
拡大がある。これは、賃借人保護の「しわ寄せ」現象（Ⅲ２⑶⒜）といえ
よう。借地借家法制により不動産賃貸借の継続性が強化され、信頼関係
破壊法理をとる判例により賃貸人の解除が制限されている。この状況の
下で、賃貸人は、多様な危険に対処するための簡便で広範囲に及ぶ自衛
策として、保証に、より強く依存することになり、さらに保証契約の条
項又は解釈を通じて保証人の負担が拡大することになる。借家法改正に
より建物賃貸借の継続性が強化された後、更新後の賃貸借にも保証が及
ぶことを認めるに至った判例の変化は、その好例である。このように、
法律・判例による賃借人保護の「しわ寄せ」が保証人に及ぶ結果となっ
ている。
⒝ 賃貸人にとっての保証の必要性
賃貸人側では、賃借人債務保証を求める要請が減少しているわけでは

ない。むしろ、賃借人の高齢化・単身化という社会的状況においては、
賃貸人の保証人に対する期待はますます高まっているともいえる。
もっとも、客観的にみれば、賃借人債務保証の必要性の度合を下げる

要因はある。第１に、賃貸人が賃貸借における多様な危険に備える手段
として、賃借人債務保証以外のものも発達したことがある。かねてから
ある敷金・保証金の受領のほか、賃貸借契約の精緻化（５３）、賃料保証会社
による家賃保証、損害保険契約の締結などがある。第２に、定期借地・
定期借家制度の導入がある。賃貸人は、法定更新のない賃貸借契約を締
結できるので、履行態様の良くない賃借人を期間満了をもって排除でき
る（⑵⒜②参照）。これらにより、賃借人債務保証の必要性は、相対的に
は低くなっているようにも見えるが、現実には、その需要は依然として

53 国土交通省作成の「賃貸住宅標準契約書」（２０１２年２月１０日改訂版）は、借
主・同居人の氏名年齢及び緊急時連絡先の記載、反社会的勢力の排除、禁
止・制限行為の詳細なリスト、解除の方法、明渡し時の原状回復等につい
て、綿密な内容となっている。また、不動産業者が管理業務の一環として
その観点からの賃貸借契約書を作成することがある（その問題点につき、角
田美穂子「賃借人のシルエット――消費者法の視座から」松尾弘＝山野目
章夫編『不動産賃貸借の課題と展望』（２０１２）１５７頁）。

不動産賃借人の保証人の責任

６３７（３０）



大きいようである。
⒞ 賃借人債務保証制度の負担の増大
このように、保証人の負担が拡大しその保護の必要性が強まる反面、

賃貸人の側の賃借人債務保証の必要性は客観的には低下しているといえ
そうだが、賃借人債務保証の利用が減るわけではない。保証人の負担
は、拡大こそすれ、縮減はしにくいようである。その原因として、賃貸
人にとって保証契約が安価かつ簡便に取得しやすい自衛手段であること
のほか、保証契約の債務内容の抽象性があると考える。
不動産賃貸人は、多様と思われる危険に備えるため包括的な保証を求

め、賃貸借に関するあらゆる損害について、賃貸借契約締結から目的物
返還までの全期間を通じて、保証人が責任を負い、損害発生を防止する
ことを求める。保証条項は「賃貸借契約から生じる賃借人の債務を連帯
して保証する」などの単純な文言であることが多く、保証人の責任は認
められやすい。このような一般的表現の保証条項は、法律・判例によっ
て賃借人保護が強化された場合に、それに伴って増加する賃貸人の負担
を保証人に転嫁することも容易にする。
賃借人債務保証の内容の抽象性は、その適正化を抑制する作用もあ

る。賃貸人のとりうる他の自衛手段の多くには、内容を適正化する仕組
みが備わっている。敷金等については、市場原理に服するとともに、判
例の展開がある。賃貸借契約の精緻化については、法律・判例による規
律のほか、行政庁によるモデルの提示がある。損害保険については、保
険法及び約款の行政的規制がある。これらにおいては、当事者間の利益
調整とともに、良好な借地借家の供給などの社会的要請も考慮され、全
体としてバランスのとれた規律が形成される素地がある。また、賃料保
証会社については、もともと賃貸人よりも多くの専門的知識・経験を有
しており個人保証人とは立場が異なるうえ、その業務の適正化について
行政的対応が進められているし（５４）、市場原理にも服する。
ところが、賃借人債務保証は、包括的な保証文言によって締結され、

54 前掲注⑻⑼参照。なお、家賃債務保証は、国土交通省住宅局安心居住推
進課が所管する（国土交通省組織令１１８条２号）。
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保証人に広汎な責任を負わせる。その抽象性により、賃借不動産及び賃
借人の現代的特徴も捨象される。保証人に新たな負担が課せられること
になったとしても、契約条件が変わるわけでもない（損害保険であれば、
危険の増加に応じて保険料が増額されるであろうが、個人保証ではそのよう
なこともない）。保証人は、その危険を承知のうえ、自らの意思によって
保証契約をしたのだから責任を負うべきであるとされ、保証人保護は、
よほどの事情がある場合にのみ、契約解釈や信義則によって個別的に図
られるにとどまる。
このように、賃借人債務保証は、賃貸人にとって、取得しやすいだけ

でなく、多様な危険の大きな受け皿として欠かせないものとなる。こう
して、賃貸人が賃借人債務保証に強く依存することになる。その結果、
一方で、賃貸人が他の自衛手段をとるインセンティヴが低下し、他方、
保証人の成り手が減り、不適切な家賃保証業や保証人ビジネスなどによ
る社会的問題が生じることにもなる。
とはいうものの、賃借人債務保証制度が一定の社会的意義を有すると

いう認識は、おそらく広く共有されており、これを禁止するという意見
はあまりないように思われる（５５）。そうすると、現在の問題は、保証人の
負担が増大していることに加え、賃借人債務保証の制度負担が過大に
なっていることにもあると考えられる。保証契約の当事者間において、
賃貸人にとっての保証の必要性と保証人にとっての保護の必要性の再調
整を図るとともに、より広い観点から賃借人債務保証制度の負担の適正
化を目指すことが望ましい。次項では、その方法について検討する。

２ 問題点の解決に向けて
⑴ 賃借人債務保証の制度負担の適正化
⒜ 危険の転嫁から分担へ、損害の分担から抑止へ
賃借人債務保証に社会的意義があるとしても、賃借不動産や賃借人に

55 中間試案第１７．６⑴は、個人保証の制限を引き続き検討する事項とするが、
その対象は貸金等債務などの保証であり、賃借人債務保証は含まれていな
い（商事法務編・前掲注⑷②２２６頁以下参照）。
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関する現代的特徴を考慮せず、また、それ以外の諸制度の適正化の「し
わ寄せ」を保証人に押し付けることは、制度のあり方として健全でない。
従来、賃貸人はその危険を保証人に全面的に転嫁しようとし、これに対
し裁判所が信義則等の例外的手段により介入するという枠組みで個別的
解決が図られてきたが、それでは問題の本質的解決にならない。賃貸人
と賃借人の利益保護のバランス、良好な借地借家の供給、保証人の保護
を総合的に図る制度を目指す必要がある。それは、不動産賃貸借におい
て発生した損害を適正に分担するものであり、ひいては損害の発生の抑
止又は軽減に資するものであることが望ましい。
⒝ 具体的方策
前述の通り、不動産賃貸借における危険に対応する方法が発達してい

る。個人保証人による賃借人債務保証とともに、他の方法も積極的に活
用することが検討されてよい。すなわち、①賃料については、敷金のほ
か、家賃債務保証会社の利用が可能である。②賃借人による目的物の小
損傷については、敷金で対応することができる。③賃借人による目的物
の重大な損傷や滅失については、損害保険契約の利用が可能である（５６）。
④賃借人の行方不明・事理弁識能力の喪失・死亡等については、賃貸借
契約時に、賃借人の連絡先（保証人が兼ねてもよい）の提示を求め、その

56 借家人に火災保険（家財）及び借家人賠償責任保険への加入を求めること
は、かなり普及しているようである。他方、賃貸住宅の所有者向けの家賃
補償特約付きの火災保険については、逆選択の可能性もあり、保険会社は
慎重なようである。なお、筆者は、保証人が保証債務の対象となる責任を
負担したことを保険事故とする「保証人責任保険」（保証債務の範囲には含
まれるが既存の損害保険ではカバーされない賃借建物内での賃借人の自殺
等による将来の賃料の減少分等をも対象とする）を構想したが、保険料等を
考えると実現は容易ではないようである（以上については、２０１２年４月に大
手損害保険会社の方々に実情を伺った）。なお、フランスでは、学生及び実
習生向けの住居を除き、賃借人の債務を保障する保険に入った賃貸人は保
証を求めることができないとされる（Loi no８９―４６２du６ juillet １９８９ tendant
a` améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no８６―１２９０
du２３ décembre １９８６, art. ２２―１, al. １, modifié par la loi no２００９―１４３７ du ２４
novembre２００９, art.３９）。
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事実上の協力を期待することが考えられる。
賃借人債務保証とともに、これらの諸方法を用いることが、⒜で示し

た危険の分担、損害の抑止に資するであろう。もっとも、制度間の役割
分担が進んだ場合には、少なくとも短期的には賃借人の負担（賃料、保
証料、保険料等）が増加する可能性はある。しかし、保証人がその分を潜
在的に負担している現状が適当ではないとすると、それはやむをえない
のではないか。長期的には、市場を通じて、賃貸借契約当事者間での妥
当な分担に落ち着くものと予測される。
賃借人債務保証制度の負担の適正化を実現するために、代替・補完制

度の発達及び行政的対応が期待されるが、賃借人債務保証の解釈・立法
にあたっても、この適正化を促す方向のものがよいだろう。そのような
方向で、賃貸人にとっての保証の必要性と保証人の保護の必要性の調整
を図る場合の具体的内容を、次に検討する。
⑵ 具体的指針
⒜ 現行法の下での賃借人債務保証
現行法の下での賃借人債務保証については、次のように考えたい。
第１に、保証契約の解釈によって、保証人の債務を合理的な範囲に限

定する。保証人は、自らの意思で保証した以上、保証債務の範囲に含ま
れる賃借人の一切の債務を保証すべき立場にはある。しかし、その範囲
がもともと広汎であること、判例・学説による賃借人保護の「しわ寄せ」
が保証人に及んだ結果としてその負担が拡大していること、個人保証に
ついては、保証契約によって賃貸人が利益のみを、保証人が不利益のみ
を受けるものであることを考えると、保証人となろうとする人の通常の
理解を十分に考慮すべきであろう。
第２に、信義則又は契約解釈により、次のような賃貸人の義務を認め

るべき場合がある。①保証契約締結時に、賃貸人が保証人に対し、保証
人の責任について説明する義務。特に、賃貸借契約の内容と保証債務の
範囲（賃料だけでなく賃借不動産に関する債務も含まれること、賃料が増額さ
れたり賃貸借契約が更新された場合も原則として責任を負うこと）の説明が
求められる。②契約の履行段階において、契約締結時とは大きく異なる
事態が生じたときは、賃貸人が保証人にそのことを通知する義務。賃貸

不動産賃借人の保証人の責任

６３３（３４）



借契約が更新された場合、賃料が増額された場合、賃借人の使用状態に
変化があった場合（同居人の増加、転貸借など）、賃借人の使用状態が不適
切である場合などである。通知を受けた保証人は賃借人に対する監視を
強化することが可能になる。③賃借人の不履行が生じた段階における賃
貸人の損害軽減義務。これによって賃料や損害金を漫然と累積させるこ
とを抑止する必要がある。これらの義務に賃貸人が違反した場合の効果
としては、保証人の債務の縮減（相殺又は過失相殺的処理）が考えられる
（②③は、前掲最判平成９年１１月１３日の「信義則に反すると認められる場合」
にもあたりうる）。
第３に、保証人の解除権については、保証契約によって保証人がどこ

までの負担を引き受けることを合意したのかを規範的に評価し、その範
囲を超えるときは、これを認める余地があると考える。賃借人債務保証
は、信用保証と異なり、保証人の予期しない巨額の保証責任が発生する
ことはないので、その保護の要請は強くないという評価は、賃借不動産
に関する現状（建物の大規模化・高額化、土地の損傷の可能性）に鑑みると、
もはや妥当しない。しかも、個人保証人は、通常、極度額を定めておら
ず、原則として債務全額について責任を負うことになる。保証人保護の
要請からは、少なくとも大審院判例の認める解除権（Ⅲ２⑶⒞）は引き続
き認めるべきであるし、その要件を緩和することも考えられる。他方、
賃貸人の側では、賃借人保護法制により賃貸借契約を解消できない（与
信を停止できない）立場にある以上、保証契約のみが解除されて、保証の
ない賃貸借となることを回避したいという要請があり、それを前提にし
て保証契約が締結されているということも無視できない。この対立する
要請を調整するため、上記のように、保証契約において保証人が引き受
けた負担の範囲を考え、一定の場合にはその範囲を超えたものと評価し
て、保証人によって解消されうると考える。問題は、どのような場合に
そうなるのかである。①賃貸借契約の更新が反復されるなどして保証契
約締結から長期間を経たこと、②賃借人の不履行状態が長期間継続する
のに賃貸人が適切な対応をとらないこと、③賃借人の使用収益状況が大
きく変化したこと、④保証契約の前提となっていた賃借人と保証人の関
係が消滅したことなどの要素を考慮すべきであろう。解除が認められた
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場合、保証なき賃貸借が生じることになるが、そもそも保証なき賃貸借
は社会に多く存在するのであり、むしろいったん保証契約をすれば、極
度額の定めもないまま恒久的に拘束されると解することの方が硬直的す
ぎると思われる。
⒝ 立法論
立法の方向としては、次のように考えたい。
第１に、保証人に対する賃貸人の説明義務・通知義務・損害軽減義務

の根拠となる規定を置くことが望ましい。これは、賃借人債務保証独自
のものでなく、保証契約又は契約一般のレベルでの規定であってもよ
い。
第２に、賃借人債務保証における契約内容を明確化することが望まし

い。具体的には、保証債務の範囲についての解釈準則を示すことが考え
られる。たとえば、特約がなければ当初の賃貸借契約の期間・条件の範
囲とするなどである。ここで問題となるのが、保証人の負担すべき額の
限度を当事者が定めること（民法４６５条の２第２項参照）を求めるかどうか
である。これは、保証人保護には資するが、保証制度に対する賃貸人の
広汎な期待を正面から制約するものであり、賃貸人側からの抵抗は大き
いと思われる。しかし、かつてとは異なり保証人の負担額が巨額になる
可能性があること、賃料・遅延損害金が累積することは賃貸人の努力で
防止できること、賃貸人は賃料保証会社・損害保険・敷金などにより損
害の負担を回避する手段を有していることに鑑みれば、賃貸人側でもこ
れは受け入れざるをえないのではないだろうか。この限度額は、一定の
金額によって定めることのほか、たとえば賃料の数期分に相当する額に
よると定めることもありうると考える。なお、過大な限度額の定めが公
序良俗違反となる場合のあることは、もちろんである。
第３に、保証契約の解除ないし元本確定については、慎重な検討を要

する。賃貸人は、保証がなくなったとしても、賃貸借を解消できない立
場にあるからである。①まず、保証人の解除権については、賃貸借の継
続又は更新が保証契約締結時に合理的に予想された範囲を超える場合、
及び、保証契約時に前提とされていた事情が著しく変化した場合に、認
めることが考えられる（前掲大判昭和１４年４月１２日参照）。規定を置く場合

不動産賃借人の保証人の責任

６３１（３６）



には、期間の定めのない保証契約の保証人に一方的解約権を認めたう
え、その効力は賃貸借契約の期間満了時に生じるとするフランスの立法
例（５７）が参考となる。もっとも、解除権が認められる要件を明確に定める
ことが困難だとすると、規定を設けず、引き続き判例・学説に委ねるこ
とも考えられる。②次に、元本確定期日（民法４６５条の３）を賃借人債務保
証に導入することは、さらに慎重な検討を要する。特に、借地契約につ
いては、３年ないし５年を単位とする規律は賃借人債務保証の趣旨に合
致しにくい。借家契約についても、賃貸借契約が存続しているのに、一
定の短い期間で元本が確定するという規律は、混乱をもたらす恐れがあ
る。③それでは、賃借人債務保証独自の期間制限をすることはどうか。
たとえば保証契約の最長期間を定めること、保証の及ぶ賃貸借契約の更
新の回数の上限を定めること（更新後も保証が自動的に継続されるとの合意
があっても上限を画する）などである。しかし、賃貸借の種類・目的に
よっても状況は異なると思われるので、仮に政策的観点から導入すると
しても、対象となる賃借人債務保証を限定した特別法によることが適当
であろう。④これに対し、元本確定事由（民法４６５条の４）を賃借人債務保
証に導入することは、積極的な検討に値する。もっとも、強制執行や破
産手続開始（同条１号・２号参照）の時点と、賃貸借契約及び目的不動産
の賃貸人への返還が終了する時点との間には、時間的間隔があり、その
間も賃借人の債務は発生し続けるので、そこまでは保証が及ぶとする方
が賃借人債務保証の趣旨に合致するだろう。賃借人又は保証人の死亡を
元本確定事由とすること（同条３号）は、大審院判例とは異なるが、保証
人の負担が拡大したこと及び賃貸人の代替手段が存在することを考慮す
ると、現代においては、これを認めることは十分に検討に値する。
第４に、仮に上記の第２・第３の規律を置くとすれば、保証人が法人

で、その求償権を個人が保証する場合について、民法４６５条の５に準じ
た規律を置くことが適切である（現在でも、家賃保証会社が個人保証人に求

57 １９８９年７月６日の法律（前掲注56）を修正する１９９４年７月２１日の法律によ
る規律につき、大澤慎太郎「フランスにおける保証人の保護に関する法律
の生成と展開（２・完）」比較法学４２巻３号（２００９）２５頁・３１頁以下。
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償保証を求める場合は少なくないようである）。
第５に、以上の全部又は一部の立法をしたとすれば、その規制を免れ

るために保証類似の契約形態が発達するかもしれない。特に、賃借人の
債務を前提としない独立的賃借保証（Ⅱ１⑵・Ⅲ８参照）が用いられる可
能性がある。それについては、保証契約の規律を及ぼす解釈の可能性を
開いておくことが望ましく、さらに身元保証法のような規律を設けるこ
とも検討対象となりえよう。
このほど公表された中間試案は、以上の第１ないし第３とおおむね共

通する（第１につき中間試案第１７．６⑵⑶・第２７．２、第２につき同第１７．５⑴、
第３につき同第１７．５⑵⑶）。これに加えて、第４・第５についても、さら
に検討をすべきであろう。
このような方向の立法により、賃貸人にとっての保証の必要性と保証

人にとっての保護の必要性の間での再調整がされるとともに、賃借人債
務保証制度とその他の制度の適切な機能分担が促されることを期待した
い。
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